
その他の納付方法は次のとおりです。

（１）納付方法

①「金融機関窓口および役場の窓口」

②「コンビニ窓口」

③「スマートフォンアプリ」（PayPay、Line Pay、J-Coin）

④「eL-QR コード（地方税お支払サイト）」

（クレジットカード、その他スマートフォンアプリ、

インターネットバンキング）

（２）注意事項

・納付方法①・②の納付場所については納付通知書裏面をご確認くだ

さい。

・納付方法②・③・④は使用期限を過ぎると利用できません。

・納付方法③・④は領収書を発行しませんので、領収書が必要な方は①

または②の納付方法でお願いします。

・一括納付される場合は、１期から４期の納付通知書４枚をご利用く

ださい。（1期のみの方もあります。）

・期別で納付される場合は、納付通知書を保管し、納期限までに納付し

てください。

納付方法について （固定資産税・町県民税）
③「スマートフォンアプリ」、④「eL-QR コード（地方税お支払

サイト）」の利用方法

使用期限を過ぎると利用できません。

④eL-QR コードの利用方法や手続きなどの詳細は、

「地方税お支払いサイト」のホームページを

ご確認ください。

地方税お支払いサイト

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

【問い合わせ先】琴浦町役場 税務課

課税に関すること 電話（0858）52－1702

納付に関すること 電話（0858）52－1712

琴浦町では町税の納付方法については、《口座振替》を推奨しています。

口座振替にすることで、納付の手間や納め忘れがなくなります。

口座振替は、役場窓口またはご利用の金融機関で手続きができます。手

続きには「口座番号がわかるもの」と「通帳の届出印」が必要です。

③スマートフォンアプリ用

バーコード

PayPay、Line Pay、J-Coin

のアプリで読み取ってくだ

さい。

④eL-QR コード（地方税お

支払サイト）

スマートフォンの QR コー

ドリーダーで直接読み取っ

てください。
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